
（２）電気料金の算定は、次に掲げる契約の区分に応じて定める方法により行うものとする。この

場合において、当該算定した料金に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。 

 

【低圧電力】 

ア 低圧・固定単価契約 

① 電気料金 

電気料金の計算は、次の①－１、①－２、①－３及び①－４を合計して得た金額とする 

①－１ 基本料金 

契約ごとに月ごとに基本料金単価を定め、月ごとに当該契約ごとの契約容量に応じて算定するもの



とする。 また、基本料金にかかる力率割引を適用する場合は、当該地域を管轄する一般送配電事

業者が定める託送供給等約款に準じるものとする。 

①－２ 電力量料金 

契約ごとに月ごとに電力量料金単価を定め、月ごとに当該契約ごとの使用電力量の実績に応じて算

定するものとする。 

①－３ 燃料費調整額 

各月の燃料費調整額は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が適用する燃料費調整単価の算定諸

元に準じる、もしくは受注者が独自に定める公開された算定諸元により算出するものとし、いずれ

の場合も基準燃料価格に上限を定める必要はないものとする。契約期間中に燃料費調整に係る制度

の改定があった場合は、別途協議を行い、算定方法を定めるものとする。 

①－４ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８

号）に基づく賦課金（以下「再エネ賦課金」という。）は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者

の標準供給条件により算定するものとする。 

② 単価の単位 

単価の単位は１円とし、その端数は小数点以下第三位で四捨五入することとする。 

③ 消費税の取扱い 

単価、賦課金等の算定は、消費税及び地方消費税を含んで行うものとする。 

 

【高圧・特別高圧電力】 

次の「ア 単価固定契約」「イ 単価変動（市場連動）契約」のいずれかの方法により契約するも

のとする。 

ア 単価固定契約 

① 電気料金 

電気料金の計算は、次の①－１、①－２、①－３及び①－４を合計して得た金額とする。 

①－１ 基本料金 

契約ごとに月ごとに基本料金単価を定め、月ごとに当該契約ごとの契約容量に応じて算定するもの

とする。 また、基本料金にかかる力率割引は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める託

送供給等約款に準じるものとする。 

①－２ 電力量料金 

契約ごとに月ごとに電力量料金単価を定め、月ごとに当該契約ごとの使用電力量の実績に応じて算

定するものとする。 

①－３ 燃料費等調整額 

各月の燃料費等調整額は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が適用する燃料費等調整単価の算

定諸元に準ずる、もしくは受注者が独自に定める公開された算定諸元により算出するものとする。

この場合において、契約期間中に燃料費等調整に係る制度の改定があった場合は、別途協議を行

い、算定方法を定めるものとする。 

①－４ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 



電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８

号）に基づく賦課金（以下「再エネ賦課金」という。）は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者

の標準供給条件により算定するものとする。 

② 単価の単位 

単価の単位は１円とし、その端数は小数点以下第三位で四捨五入することとする。 

③ 消費税の取扱い 

単価、賦課金等の算定は、消費税及び地方消費税を含んで行うものとする。 

 

イ 単価変動（市場連動）契約 

① 電気料金 

電気料金の計算は、次の①－１、①－２、①－３及び①－４を合計して得た金額とする。 

①－１ 基本料金 

契約ごとに月ごとに基本料金単価を定め、月ごとに当該契約ごとの契約容量の実績に応じて算定す

るものとする。 また、基本料金にかかる力率割引は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定

める託送供給等約款に準じるものとする。 

① －２ 従量料金 

契約ごとに定める従量料金単価に３０分ごとのＪＥＰＸエリアプライスの実績単価にスポット取引

手数料単価、託送料金単価、手数料単価、環境価値単価、を加えた額に、当該契約に係る施設の同

日同時刻帯の３０分使用量の実績を乗じて算定するものとする。 

① －３ 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８

号）に基づく賦課金（以下「再エネ賦課金」という。）は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者

の標準供給条件により算定するものとする。 

② 単価の単位 

単価の単位は１円とし、その端数は小数点以下第三位で四捨五入することとする。 

③ 消費税の取扱い 

単価、賦課金等の算定は、消費税及び地方消費税を含んで行うものとする。 

9 入札金額算出方法 

(1)単価固定型契約 

①環境価値単価は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は固定単価とする。 

②燃料調整単価の反映は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は、算定諸元が公表されている

ことし、入札時に算定諸元を提出すること。 

③燃料調整単価を設定する場合、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が適用する燃料費等調整単

価の算定諸元を用いる場合は指定する燃料費等調整単価を用いて算出すること。なお受注者が独自

に定める公開された算定諸元を用いる場合は本入札において指定する貿易統計、エリアプライス、

30分値を使用して当該月の燃料費等調整費を算出し、算定諸元に記載された各数値について契約期



間内は変更がないものとする。 

④容量拠出金の負担額を考慮して各単価は算出を行うこと。 

⑤本入札において、再生可能エネルギー発電促進賦課金、電気・ガス価格激変緩和対策は考慮しな

いこと。 

 

(2)市場連動型契約 

①損失率は当該地域の送配電事業者が定める数値もしくは０とする。 

②託送電力量料金単価は当該地域の送配電事業者が定める数値もしくは０とする。 

③スポット購入手数料は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は固定単価とする。 

④小売手数料は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は固定単価とする。 

⑤環境価値単価は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は固定単価とする。 

⑥燃料調整単価の反映は各社任意で設定可能、ただし設定する場合は、算定諸元が公表されている

こととし、入札時に算定諸元を提出すること。 

⑦燃料調整単価を設定する場合、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が適用する燃料費等調整単

価の算定諸元を用いる場合は指定する燃料費等調整単価を用いて算出すること。なお受注者が独自

に定める算定諸元を用いる場合は、受注者の供給約款に定める算定諸元を用い、本入札において指

定する貿易統計、エリアプライスを使用して当該月の燃料費等調整費を算出すること。なお、算定

諸元における各種係数について契約期間内は変更を行わないものとする。 

⑧容量拠出金の負担額を考慮して各単価は算出を行うこと。 

⑨本入札において、再生可能エネルギー発電促進賦課金、電気・ガス価格激変緩和対策は考慮しな

いこと。 




